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令和５年１月 国土交通省・住宅局 予算・見直し拡充 ①

今回の日合商解説（vol.61）では、国土交通省・住宅局が１月に発表した予算・見直
し拡充資料において、住宅局が行う施策の中でも重要とされるものを整理して解説し
ます。今回は省エネ対策・木材利用・良好な市街地環境の整備です。

住宅・建築物におけるカーボンニュートラルの実現①

省エネ基準の融資要件化 ※断熱等級４かつ一次エネ等級４②

③

INDEX

住宅エコリフォーム推進事業・省エネ改修は定額方式へ

2050年カーボンニュートラル、2030年度温室効果ガス46％削減（2013年度比）の実現
に向けて、住宅・建築物分野の省エネ対策の強化、木材利用の促進を図ります。

住宅・建築物におけるカーボンニュートラルの実現①

ZEH等の整備では、市場
整備が進んでいます。
2025年の省エネ基準適合
義務化で断熱等級の底上げ、
各自治体による太陽光発電
設置義務化や2024年の住
宅の省エネ性能表示制度、
光熱費実費換算制度等が予
定されています。

地域材の活用促進は、国交省だけでなく、事業者にも大きなメリットがあります。これ
からの時代は「温室効果ガスの削減」はサプライチェーン（供給網）にもついて回って
きます。この仕組みをＣＦＰ（カーボンフットプリント）と呼びます。商品やサービ
スの原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクル全体を通して排出さ
れる温室効果ガスの排出量を CO2 に換算して、商品やサービスに分かりやすく表示す
る仕組みです。遠方の材料を使用することは環境に良いものとして捉えられるかどうか、
そこに「炭素税」のようなものが課せられたらどうするか。先々のリスクを考えても地
域材の活用促進は必須になってくるかもしれません。

④ 住まい・くらしの安全確保、良好な市街地環境の整備

https://au-shimizu.co.jp/


●省エネ基準適合レベルで対象費用の４割を上限として１戸あたり30万円
●ZEHレベルで対象費用の８割を上限として１戸あたり70万円

省エネ基準の融資要件化 ※断熱等級４かつ一次エネ等級４②

2023年４月より、
フラット３５の
融資要件につい
てすべての新築
住宅において省
エネ基準（断熱
等級４かつ一次
エネルギー等級
４）への適合を
必須とすること
になりました。
これにより住宅
業界全般の省エ
ネ基準の底上げ
が一段と進むこ
とになりそうで
す。

リフォーム事業
においても拡
充・見直しにな
ります。
補助率方式が廃
止され、定額方
式になります。
定額方式は、省
エネ設計等費及
び省エネ改修工
事を合算した額
となっています。
詳しくは右図参
照。この変化に
よってスムーズ
な補助支援に
なってくるかも
しれません。

住宅エコリフォーム推進事業・省エネ改修は定額方式へ③
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住まい・くらしの安全確保、良好な市街地環境の整備④

災害が激甚化・頻発化している状況等を踏まえ、安全な住まいとくらしを推進していく
施策です。南海トラフ巨大地震・首都直下型地震・富士山の噴火・ゲリラ豪雨・巨大台
風・河川の氾濫・大雪・等々、多くの災害が危惧されている状況です。

現況は災害が起きた時点での被害を減少
させる為の「減災」についての施策が多
く見受けられます。一戸一戸の住宅に対
しては「防災」として、巨大地震が頻発
しても被害を抑える設計基準が適応され
つつありますが、それでも対応すべき数
には足りていない状況です。
先述の災害の種類によっても対策すべき
内容が異なってくる為、消費者側は費用
を捻出するのも一苦労ですが、今後は地
域性を鑑みて適正な提案を行っていくこ
とが求められていくかもしれません。
ハザードエリア内の移転促進についても
宅建業法では、まずは説明義務化が始ま

りました。しかし、災害発生時にハザードエリア内で生活を行うのは危険なので、移転
を促進することは重要です。昔から住んでいる土地として愛着を持っていることもある
かもしれませんが、しっかりと提案して「命とくらし」を守ることを一番に考えていき
ましょう。そして、そのあとは、顧客にとって大事な「資産」を守ることも大事です。

密集市街地では、震災をはじめとする多く
の災害による被害を軽減する為、住民の避
難路や緊急車両の進入路として機能する道
路を整備したり、住民の避難場所や延焼防
止の緩衝帯として機能する公園・広場を整
備する。または老朽木造建物を除却、建て
替えを促進し燃えにくくする、等がありま
す。解体の為の重機の進入等、危惧する点
も沢山あります。しかし、一番は木造住宅
の密集地域、いわゆる木密地域の対策が重
要です。
使われずに放置されている空き家を活用す
る方向へ持っていかなければ根本的な解決
にはならないかもしれません。

市街地再開発事業では、土地利用の細分化や老朽化した木造建築物の密集、十分な公共
施設がない等の都市機能の低下がみられる地域では、土地の合理的かつ健全な高度利用
と都市機能の更新を図っていきます。
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